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コンピュータチェック対象:初期う蝕早期充填処置（１歯につき）

コンピュータチェック事例コード

コンピュータチェック根拠

48SJ990929101

初期う蝕早期充填処置は、１歯につき算定するとされています。

初診料の算定日以降に初期う蝕早期充填処置が傷病名部位の歯数を超えて算定された場合にチェック
を実施。

コンピュータチェック内容

歯科
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【認めない事例】

検証結果及び対応状況

【認めない事例】コンピュータチェック対象:初期う蝕早期充填処置（１歯につき）

■レポーティングの終了

令和6年度診療報酬改定により、初期う蝕早期充填処置に係る算定要件が見直されたため、コンピュータチェックが廃止となることから、
当該事例に係るフォローアップは実施しない。

歯科
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【該当件数】 当該コンピュータチェックの内容に該当したレセプト件数

該当件数 212 37 54 91 16 28 46 39 64 44 187 334 553 391 77 113 8 4 9 12 314 174 4,728 21 19 64 285 82 28 26 30 20 752 100 51 25 30 76 62 289 34 158 87 8 44 13 47 9,886

請求どおり件数 99 34 46 82 4 15 30 15 23 10 57 204 304 293 56 102 1 1 2 3 273 57 4,300 10 1 10 118 22 4 4 24 10 727 97 50 10 18 68 55 153 20 140 40 2 5 5 11 7,615

2022年4月 ～ 2023年3月審査分

歯科
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